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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第８期

第１四半期
累計期間

第７期

会計期間
自 2020年12月１日
至 2021年２月28日

自 2019年12月１日
至 2020年11月30日

売上高 (千円) 267,162 965,356

経常損失(△) (千円) △971 △120,193

四半期(当期)純損失(△) (千円) △645 △120,483

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) ― ―

資本金 (千円) 80,600 80,600

発行済株式総数 (株) 58,900 58,900

純資産額 (千円) 48,641 49,286

総資産額 (千円) 253,441 255,836

１株当たり四半期(当期)純損失(△) (円) △0.37 △68.19

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ―

自己資本比率 (％) 19.2 19.3

(注)１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。

３．2021年10月27日付けで普通株式１株につき普通株式30株の割合で株式分割を行っております。第７期の期首

に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期(当期)純損失を算定しております。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場

であり、期中平均株価が把握できないため、また、１株当たり四半期(当期)純損失であるため、記載してお

りません。

５．当社は、第７期第１四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、第７期第１四半期累

計期間に係る主要な経営指標等については記載しておりません。

２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、新たに事業等のリスクの発生、または、新規上場申請のための有価証券報告書

（Ⅰの部）に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。なお、当社は、前第

１四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、前年同四半期累計期間との比較分析は行ってお

りません。

(1) 財政状態の状況

（資産）

当第１四半期会計期間末における流動資産は221,579千円となり、前事業年度末より4,696千円減少しました。こ

れは主に、現金及び預金が1,781千円増加、売掛金が7,165千円減少したことによるものです。売掛金の減少は、前

事業年度末の2020年11月と比較し、当第１四半期会計期間末である２月の営業日数が少ないことによる影響です。

固定資産は31,861千円となり、前事業年度末より2,300千円増加しました。これは主に、減価償却により有形固定資

産が892千円減少、自社開発のソフトウエアを資産計上及び減価償却したことにより無形固定資産が3,446千円増加

したことによるものです。

この結果、資産合計は253,441千円となり、前事業年度末と比べ、2,395千円減少しました。

（負債）

当第１四半期会計期間末における流動負債は134,800千円となり、前事業年度末より1,749千円減少しました。こ

れは主に、未払金の増加、未払消費税の減少等によるものです。固定負債は70,000千円となり、前事業年度末から

変動はありません。

この結果、負債合計は204,800千円となり、前事業年度末と比べ、1,749千円減少しました。

（純資産）

純資産の部は、四半期純損失を645千円計上したことにより、前事業年度末より645千円減少し、48,641千円とな

りました。

(2) 経営成績の状況

当第１四半期累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症が再度拡大し、2021年１月には首都圏

を中心に緊急事態宣言が発令されたこともあり、厳しい状況が続くこととなりました。

このような環境の中、当社では、当社サービスの提供価値の向上の為、本人確認の認証機能の強化を行う等、キ

ャストとユーザー双方がより安全にサービスを利用する為の開発や施策を行う他、当社プラットフォームの定期的

な利用者を定量的に拡大していくための取り組みを行ってまいりました。

以上の結果、2021年１月以降の緊急事態宣言期間では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたものの、お掃

除代行の定期サービス利用者の増加により、堅実な成長を維持し、当第１四半期累計期間における売上高は、

267,162千円となりました。

また、営業損失は933千円、経常損失及び税引前四半期純損失は共に971千円、四半期純損失は645千円となりまし

た。

なお、当社は家事代行事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けた記載は行っておりま

せん。

(3）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありませ

ん。
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(4）経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当第１四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断す

るための客観的な指標等について重要な変更はありません。

(5）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第１四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はあり

ません。

(6）財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方における基本方針

当第１四半期累計期間において、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方における基本方針について重

要な変更はありません。

(7）研究開発活動

該当事項はありません。

(8）経営成績に重要な影響を与える要因

当第１四半期累計期間において、経営成績に重要な影響を与える要因について重要な変更はありません。

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 7,000,000

A種優先株式 1,500,000

A2種優先株式 1,500,000

計 10,000,000

(注)１．2021年11月４日開催の臨時株主総会決議により、2021年11月４日付で種類株式を廃止とする定款変更が行わ

れております。

２．2021年11月４日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は同日より

68,000株増加し、7,068,000株となっております。

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2021年２月28日)

提出日現在発行数(株)
(2022年１月19日)

上場金融商品取引所名
又は

登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 48,238 1,767,000 非上場

完全議決権株式であ
り、権利内容に何ら
限定のない当社にお
ける標準となる株式
であります。
なお、単元株式数は
100株であります。

A種優先株式 8,662 ― 非上場 （注）１、２

A2種優先株式 2,000 ― 非上場 （注）１、２

計 58,900 1,767,000 ― ―

(注) １．A種優先株式、およびA2種優先株式は、優先配当、優先残余財産分配、金銭を対価とする取得請求権があり、

優先株式１株に対して、普通株式１株を対価とする取得請求権を有しております。

２．2021年10月12日付で、全てのA種優先株式及びA2種優先株式を自己株式として取得しており、その対価とし

て、当該A種優先株主及びA2種優先株主にA種優先株式及びA2種優先株式１株につき普通株式１株を交付して

おります。また、同日付で当該A種優先株式及びA2種優先株式を消却しております。

３．2021年10月12日開催の取締役会決議により、2021年10月27日付で普通株式１株につき30株の割合で株式分割

を行っております。これにより発行済株式総数は1,708,100株増加し、1,767,000株となっております。

４．2021年11月４日開催の臨時株主総会決議で定款変更が決議され、2021年11月４日付で単元株式数100株とす

る単元株制度を採用しております。

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

決議年月日
2020年12月25日

(第６回新株予約権)

付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員24名

新株予約権の数(個)※ 480 (注)１

新株予約権の目的となる株式の
種類、内容及び数(株)※

普通株式 480 (注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 50,000(注)２

新株予約権の行使期間※
2022年12月26日～
2030年12月23日
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額(円)※

発行価格 50,000
資本組入額 25,000

新株予約権の行使の条件※

新株予約権の割当時において当社の取締役又は従業員であ
った新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当
社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、執行役
員、監査役又は使用人その他これに準ずる地位にあること
を要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他こ
れに準ずる正当な理由として当社が認める場合はこの限り
ではない。その他の条件は、当社と新株予約権の割り当て
を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定
めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項※
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承
認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項※

(注)３

※ 新株予約権の発行時(2020年12月25日)における内容を記載しております。

(注) １．新株予約権の１個につき目的となる株式数は、１株であります。ただし、当社が当社普通株式につき、株式

の分割又は株式の併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとし

ます。但し、この調整は、当該調整の時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についての

み行うものとし、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとします。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

２．新株予約権の割当て後、当社が当社普通株式につき、株式の分割又は株式の併合を行う場合は、株式の分割

については株式の分割に係る基準日の翌日以降、株式の併合については株式の併合の効力発生の時をもっ

て、次の算式により行使価額を調整するものとします。但し、調整の結果生じる１円未満の端数はこれを切

り上げるものとします。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、新株予約権の割当て後、当社が時価を下回る払込金額をもって株式を発行又は当社が保有する株式を

処分する場合(無償割当ての場合、他の種類株式の交付と引換えに取得される株式もしくは新株予約権(新株

予約権付社債に付されたものを含む。)の取得による場合、又は当社の株式を目的とします新株予約権の行

使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整するものとします。但し、調整の結果生じる１

円未満の端数はこれを切り上げるものとします。調整後の行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合に

は当該払込期間の最終日。)の翌日以降、また、株主への割当に係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌

日以降これを適用します。なお、当社が保有する自己株式を処分する場合には、以下の算式における「新規

発行株式数」は「処分する自己株式数」、「自己株式数」は「処分前における自己株式数」とそれぞれ読み

替えるものとします。

(既発行株式数
－自己株式数)

＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
時価

(既発行株式数－自己株式数)＋新規発行株式数

但し、新株予約権の割当て後、当社が合併等を行う場合、当社普通株式につき、株式無償割当てを行う場

合、その他行使価額の調整の必要が生じた場合には、当社は、行使価額について、合理的な範囲で必要と認

める調整を行うことができるものとします。

３．当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下

「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらず

かつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの

場合につき、会社法236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」と総称す

る。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、以下の条件に合致する再編対象会社

の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約

又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

a. 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される

数とする。

b. 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

c. 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。

d. 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

上記２.に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付す

る新株予約権１個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
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e. 交付する新株予約権の行使期間

新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使

期間の末日までとする。

f. 交付する新株予約権の行使の条件

上記の表に定めるところと同様とする。

g. 交付する新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事

項

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項

に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを

切り上げることとし、資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす

る。

h. 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

る。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2020年12月１日～
2021年２月28日

―

普通株式
48,238

A種優先株式
8,662

A2種優先株式
2,000

― 80,600 ― 370,695

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2021年２月28日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)

普通株式 普通株式

(注)

48,238 48,238

A種優先株式 A種優先株式

8,662 8,662

A2種優先株式 A2種優先株式

2,000 2,000

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 58,900 ― ―

総株主の議決権 ― 58,900 ―

(注) A種優先株式、およびA2種優先株式は、優先配当、優先残余財産分配、金銭を対価とする取得請求権があり、優

先株式１株に対して、普通株式１株を対価とする取得請求権を有しております。

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

２ 【役員の状況】

前事業年度の定時株主総会終了後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１ 四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

２ 監査証明について

当社は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第211条第６項の規定に基づき、金融商品取引法第193条の２

第１項の規定に準じて、第１四半期会計期間(2020年12月１日から2021年２月28日まで)及び第１四半期累計期間(2020

年12月１日から2021年２月28日まで)に係る四半期財務諸表について、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを

受けております。

３ 四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

４ 最初に提出する四半期報告書の記載上の特例

当新規上場申請のための四半期報告書は、「企業内容等開示ガイドライン24の４の７－６」の規定に準じて前年同

四半期との対比は行っておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(2020年11月30日)

当第１四半期会計期間
(2021年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 169,183 170,964

売掛金 49,647 42,482

その他 7,443 8,133

流動資産合計 226,275 221,579

固定資産

有形固定資産 11,623 10,731

無形固定資産 3,239 6,685

投資その他の資産 14,698 14,444

固定資産合計 29,561 31,861

資産合計 255,836 253,441

負債の部

流動負債

買掛金 78,357 78,811

未払法人税等 290 ‐

キャストポイント引当金 10,391 10,664

クーポン引当金 1,053 1,500

その他 46,457 43,824

流動負債合計 136,549 134,800

固定負債

長期借入金 70,000 70,000

固定負債合計 70,000 70,000

負債合計 206,549 204,800

純資産の部

株主資本

資本金 80,600 80,600

資本剰余金 370,695 370,695

利益剰余金 △402,008 △402,653

株主資本合計 49,286 48,641

純資産合計 49,286 48,641

負債純資産合計 255,836 253,441
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(2) 【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

(単位：千円)
当第１四半期累計期間
(自 2020年12月１日
至 2021年２月28日)

売上高 267,162

売上原価 173,681

売上総利益 93,480

販売費及び一般管理費 94,414

営業損失（△） △933

営業外収益

受取利息 0

その他 30

営業外収益合計 30

営業外費用

支払利息 67

営業外費用合計 67

経常損失（△） △971

税引前四半期純損失（△） △971

法人税等 △326

四半期純損失（△） △645
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【注記事項】

(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

当第１四半期累計期間
(自 2020年12月１日 至 2021年２月28日)

税金費用の計算 税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利

益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利

益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率

を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定

実効税率を使用しております。

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計

期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

当第１四半期累計期間
(自 2020年12月１日
至 2021年２月28日)

減価償却費 1,061千円

(株主資本等関係)

当第１四半期累計期間(自 2020年12月１日 至 2021年２月28日)

１ 配当金支払額

該当事項はありません。

２ 基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後とな

るもの

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社の事業セグメントは、家事代行事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略して

おります。

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当第１四半期累計期間
(自 2020年12月１日
至 2021年２月28日)

１株当たり四半期純損失(△) △0.37円

(算定上の基礎)

四半期純損失(△)(千円) △645

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式に係る四半期純損失(△)(千円) △645

普通株式の期中平均株式数(株) 1,767,000

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四
半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度
末から重要な変動があったものの概要

―

(注)１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であ

り、期中平均株価が把握できないため、また、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
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　 ２．当社は、2021年10月27日付けで普通株式１株につき普通株式30株の割合で株式分割を行っております。当事

業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純損失を算定しております。

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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